
 

熊本県消防協会功績章
  ※勤続年数２０年以上の団員
　７分団　分団長　　　辻　直樹
　２分団　　団員　　　松見　大悟
　２分団　　団員　　　水上　竜二朗
　４分団１部団員　　　谷川　徹三
　４分団２部団員　　　太江田　真嗣
　５分団１部団員　　　内川　明紀
　５分団１部団員　　　橋本　隼人
　５分団１部団員　　　吉永　庄太郎
　６分団２部団員　　　園田　教人
　８分団１部団員　　　石田　義博
　８分団１部団員　　　黒木　裕士
　８分団２部団員　　　立川　直人
　９分団２部団員　　　西村　浩一
１０分団１部団員　　　宮本　卓
１０分団２部団員　　　木村　元哉
１０分団２部団員　　　田添　康明
１０分団２部団員　　　東嶋　正和

熊本県消防協会勤績章
  ※勤続年数１５年以上の団員
　２分団　　団員　　　松岡　秀樹
　４分団２部団員　　　浜田　真吾
　４分団２部団員　　　前田　康輔
　４分団３部団員　　　松永　兼宜
　４分団３部団員　　　松永　貴浩
　５分団１部団員　　　蓑田　智弘
　５分団１部団員　　　宮﨑　聖貴
　６分団２部団員　　　岡田　誠
　６分団３部団員　　　友田　龍峰
　７分団１部団員　　　福田　光展
　７分団１部団員　　　湯治　拓也
　７分団２部団員　　　小林　敬明
　８分団２部団員　　　本島　卓明
　９分団１部団員　　　鶴山　勝也
１０分団１部団員　　　平住　晃一

 市長感謝状（無火災分団表彰）
　対象期間：R4.8.1～R7.3.31
　　第２分団（内田）
　　第３分団（町）
　　第５分団（宝出・硴原）
　　第７分団（貝洲・塩浜）
　　第10分団（中島・下村）

団長感謝状（退任幹部団員）
　鏡方面隊隊長　　　坂田　裕樹

 消防団協力事業所（鏡町）の紹介
・株式会社江川組
　　※消防庁消防団協力事業所
・株式会社髙野組
　　※消防庁消防団協力事業所
・株式会社土井組
・株式会社マツミ工業
・株式会社宮﨑工業
・有限会社増田土木
・株式会社真輝建設
・株式会社ケイ・エフ・ケイ
・有限会社早崎工業

　「消防団協力事業所表示制度」は、
　消防団の活性化と地域防災体制の
　充実強化を目的に消防庁が推進し
　ている制度です。
   本制度により、協力事業所として
　認定された事業所の消防団協力が
　社会貢献として広く認められると
　ともに、事業所の信頼性向上やイ
　メージのアップにつながります。
   認定された事業所には、市から
　「表示証」を交付し、公表をいた
　します。また、事業所では、
　「表示マーク」をホームページや
　印刷物等に使用することができ
　ます。

　　　　　　＜表示証＞

　認定の基準や手続きについては、
　危機管理課にお尋ねください。
　ぜひ、多くの事業所の皆様のご
　参加、お申し込みをお待ちして
　います。

　〇問合せ
　　危機管理課
　　電話：３３－４１１２

通常点検訓練及び披露会

　１月１４日～１６日に八代市鏡
　方面隊が鏡グラウンドで通常点
　検訓練を行いました。
　３日間の練習を経て１月１７日
　には披露会を行いました。

　　　　　＜開会式＞

　　　　　＜大会風景＞
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長年にわたり活動に努められた消防団員に対して、

熊本県消防協会等から表彰があり、鏡方面隊からは

以下の方々が受章されました。

これからも地域の安全・安心のためにご尽力いた

だきますようよろしくお願いします。

受 章 者 一 覧 （敬称略）



 

　詳細は「広報やつしろ
２月号」をご確認くださ
い。
　混乱を避けるため、で
きるだけ指定日に来場し
てください。（他の指定
日に来場することも可能
です。

【問合せ】
　鏡支所地域振興課
　市民サービス係
　☎５２－１１１６

＜タイヤの不法投棄＞

行政に対するご意見やご要望などがありましたら気軽

にご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られ

ます。

日時 ２月１８日（水）１０：００～１２：００

場所 八代市鏡支所相談室（１階第１会議室）

なお、行政相談は、『熊本行政評価事務所』（電話：

096-324-1662、FAX：096-324-1663）でも

受け付けています。

【問合せ】鏡支所地域振興課

市民サービス係 ５２－１１１６

不法投棄は悪質な犯罪行為です。

自分の土地にごみを捨てることも不法投棄になる場

合があります。これらは「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」で厳しく禁止されており、違反すると「5

年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金（法人に

対しては3億円以下の罰金）またはその両方」が科せ

られます。

不法投棄現場を目撃したら、警察に通報し、日時、

場所、ごみの種類と量、車両情報、人物の特徴等を伝

えてください。不法投棄者が見つからない場合は、そ

の土地の管理者が自らの責任で処分することになりま

す。

不法投棄をさせないためにも土地や施設の管理者は

定期的な見回り、草払いや樹木の管理・清掃、柵の設

置などを行い未然に防ぐよう努めてください。

【問合せ】鏡支所地域振興課

市民サービス係 ５２－１１１６

●犬の飼い主の方へ（犬のフンは持ち帰りましょう）

犬の散歩をされる際は、多くの皆さまがマナーを

守られていると思いますが、フン袋等をご持参いた

だくなど、フン放置の防止にご協力をお願いします。

●猫の飼い主の方へ

敷地内にフンをして汚される、臭いがする等の被

害が報告されています。飼主の皆さまには、①室内

飼いにする、②首輪をつける、等の対策をお願いし

ます。

また、飼い主不明の猫（ノラ猫等）に対して無責

任に餌を与えないようお願いします。フン害の原因

は猫への餌やりと放し飼いが多く、餌を与える方の

知らない場所で発生していることがあります。

町内の皆さまが住みよい環境となりますよう、ご

理解とご協力をお願いいたします。

【問合せ】鏡支所地域振興課

市民サービス係 ５２－１１１６


